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読
者
の
Ａ
さ
ん
は
、
司
法
書
士
の
す
す
め

で
、
お
父
さ
ん
の
成
年
後
見
人
に
な
る
手
続

き
を
は
じ
め
ま
し
た
。

■
制
度
の
種
類

成
年
後
見
制
度
に
は
「
法
定
後
見
制
度
」

と
、「
任
意
後
見
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

Ａ
さ
ん
の
場
合
は
法
定
後
見
制
度
を
利
用

す
る
こ
と
に
。
お
父
さ
ん
の
認
知
症
が
す
す

み
、
判
断
能
力
が
失
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

法
定
後
見
と
任
意
後
見
は
、
後
見
を
受
け

る
本
人
の
判
断
能
力
が
ど
の
く
ら
い
あ
る
か

で
使
い
分
け
ま
す
。
法
定
後
見
は
、
判
断
能

力
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
、
不
十
分
な
状

態
で
、
自
分
で
後
見
人
等
を
選
べ
な
い
場
合

に
裁
判
所
の
手
続
き
で
選
任
し
ま
す
。

任
意
後
見
は
、
判
断
能
力
が
正
常
な
人
、

あ
る
い
は
衰
え
て
い
て
も
程
度
が
軽
く
、
自

分
で
後
見
人
を
選
ぶ
能
力
を
持
っ
て
い
る
人

内
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
人
の
判
断
能
力

を
専
門
医
が
鑑
定
し
た
り
、
後
見
人
候
補
の

適
性
の
調
査
、
本
人
か
ら
の
聴
き
取
り
（
陳

述
聴
取
）
な
ど
の
審
理
期
間
が
必
要
な
た
め
。

費
用
は
、
申
し
立
て
と
登
記
で
約
五
〇
〇

〇
円
に
加
え
て
、
申
し
立
て
の
際
の
提
出
書

類
の
入
手
費
用
や
連
絡
用
の
郵
便
費
用
、
医

師
に
よ
る
鑑
定
が
必
要
な
場
合
は
そ
の
鑑
定

料
（
一
〇
万
円
以
下
）
が
必
要
で
す
。

な
お
、
費
用
が
な
い
人
に
は
、
日
本
司
法

支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
テ
ラ
ス
）
の
援
助
制
度
が

使
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
申
請
費
用
を
助

成
す
る
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。
問
い
合
わ
せ

は
そ
れ
ぞ
れ
の
窓
口
へ
。

■
後
見
人
は
、
本
人
の
利
益
の
た
め
に

Ａ
さ
ん
が
手
続
き
に
要
し
た
期
間
は
約
二

カ
月
で
し
た
。
そ
し
て
そ
の
間
何
度
も
確
認

さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
後

見
制
度
は
本
人
の
権
利
を
守
る
た
め
に
あ
る
」

と
い
う
こ
と
。

後
見
人
に
な
っ
た
こ
れ
か
ら
は
、
裁
判
所

に
定
期
的
に
資
産
の
管
理
状
況
や
収
支
状
況

を
書
面
で
報
告
す
る
な
ど
の
義
務
が
で
き
ま

し
た
。「
娘
と
し
て
支
え
て
き
た
今
ま
で
以
上

に
、
襟
を
正
さ
な
き
ゃ
」
と
、
Ａ
さ
ん
は
語

っ
て
い
ま
す
。（
参
考
・
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

が
、
将
来
、
判
断
能
力
を
失
っ
た
時
に
備
え

て
利
用
し
ま
す
。
当
事
者
間
の
契
約
は
、
公

証
人
が
作
っ
た
公
正
証
書
で
結
び
ま
す
。

法
定
後
見
制
度
に
は
「
後
見
」「
補
佐
」「
補

助
」
と
三
種
あ
り
、
本
人
の
判
断
能
力
の
程

度
な
ど
、
事
情
に
応
じ
て
利
用
し
ま
す
。

成
年
後
見
人
に
選
ば
れ
る
の
は
、
本
人
の

親
族
以
外
に
、
法
律
や
福
祉
の
専
門
家
や
、

福
祉
関
係
の
公
益
法
人
な
ど
。
一
人
で
は
な

く
、
複
数
選
ば
れ
て
任
に
あ
た
る
場
合
も
。

ま
た
、
親
族
が
い
な
い
方
が
認
知
症
や
知

的
・
精
神
障
害
を
発
症
し
た
場
合
、
法
定
後

見
の
開
始
を
申
し
立
て
る
権
利
は
市
町
村
長

に
あ
り
ま
す
。

手
続
き
は
ど
う
す
れ
ば
？
　
法
定
後
見
制

度
を
利
用
す
る
場
合
、
本
人
の
住
所
地
の
家

庭
裁
判
所
に
問
い
合
わ
せ
ま
す
。
任
意
後
見

制
度
の
場
合
は
、
近
く
の
公
証
役
場
へ
。

■
法
定
後
見
　
手
続
き
を
巡
っ
て

Ａ
さ
ん
は
、
司
法
書
士
に
頼
ん
で
書
類
の

取
り
寄
せ
や
記
入
方
法
な
ど
、
ア
ド
バ
イ
ス

を
も
ら
い
な
が
ら
手
続
き
を
す
す
め
ま
し
た
。

相
談
料
は
か
か
り
ま
し
た
が
、
要
領
よ
く
す

す
め
る
こ
と
が
で
き
た
そ
う
。
な
お
、
家
庭

裁
判
所
で
も
、
申
請
者
む
け
に
後
見
制
度
に

つ
い
て
の
学
習
ビ
デ
オ
を
見
せ
る
な
ど
、
丁

寧
な
工
夫
は
さ
れ
て
い
ま
す
。

申
請
を
は
じ
め
て
か
ら
、
後
見
開
始
ま
で

に
か
か
る
期
間
は
、「
お
お
む
ね
四
カ
月
以

みんなで考える「老いじたく」（6） ■助けが必要になる前に、その３■
「成年後見制度」読者の体験から

成年後見制度 

法定後見 任意後見 

本人の判断能力が 
失われているか 
不十分 

判断能力があり 
本人が後見人を 
選べる 

当事者間の契約 
 

公証人による 
公正証書で結ぶ 

補助 

補佐 

後見 

選任は裁判所 

判
断
能
力
の 

程
度
が 

軽
い
順
に 




